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ぺルー情勢報告 2013 年 5 月 
2013 年 5 月 30 日  

在リマ海外研究員 清水達也 
 

貿易自由化の進展と農産物関税 
 
2000 年代に入って、ペルーは世界各国、各地域との自由貿易協定を積極的に進めている。2009

年に米国との協定が発効して以降、欧州連合（EU）といった主要貿易相手国のみならず、中国、

韓国、日本などのアジア諸国とも交渉を進め既に協定が発効している（表 1）。自由貿易協定の進

展により大きな影響を受けると考えられるのが農業部門である。本稿では国内貿易保護のための

重要品目のためにペルー政府がどのような政策を講じているかについて、ペルー農業省経済・統

計局セサル・ロメロ（Cesar Romero）氏が 2013 年 5 月 28 日にペルー社会学研究所（CEPES）
で行った講演「ペルー農業の保護メカニズム（MECANISMOS DE DEFENSA COMERCIAL 
DEL AGRO PERUANO）」の概要を紹介する。 

 
 

貿易障壁の関税化 

1990 年代以降の経済改革のなかでペルーは、非関税障壁の関税化や輸入関税の引き下げ、税率

の簡素化を進めてきた。この結果、最恵国税率の全品目の平均は 1995 年の 16.3%から、2012 年

には 3.4%にまで下がっている。 
農産物の基本税率は 30％であるが、メイズ、コメ、砂糖、粉乳など酪農製品を含む重要品目は

2004 年以降 68%に設定されている。ただし 2013 年現在の最恵国税率はこれよりも大幅に低く、

0%、6%、11%の 3 つに分けて設定されている（表 2）。輸入額で 4 分の 3 を占める 376 品目、例

表1　ペルーの自由貿易協定交渉の進展

状況 相手国 調印日 発効日
発効済み 米国 2006年4月12日 2009年2月1日

チリ 2006年8月22日 2009年3月1日
シンガポール 2008年5月29日 2009年8月1日
カナダ 2008年5月29日 2009年8月1日
中国 2009年4月28日 2010年3月1日
スイス（EFTA） 2010年7月14日 2011年7月1日
リヒテンシュタイン（EFTA） 2010年7月14日 2011年7月1日
韓国 2011年3月21日 2011年8月1日
アイスランド 2010年7月14日 2011年10月1日
タイ 2003～2010年 2011年12月31日
メキシコ 2011年4月6日 2012年2月1日
日本 2011年5月31日 2012年3月1日
パナマ 2011年5月25日 2012年5月1日
ノルウェー（EFTA） 2010年7月14日 2012年7月1日
欧州連合（EU) 2010年2月28日 2013年3月1日

調印済み コスタリカ 2011年5月26日
グアテマラ 2011年12月6日
ベネズエラ 2012年1月7日

交渉中 エルサルバドル
ホンジュラス
環太平洋戦略経済連携協定
（TPP）
太平洋同盟
（Alianza del Pacifico）

（出所）　ペルー貿易観光省ウェブサイト（http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/）。
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えば乳製品、小麦や大豆とその派生品、砂糖について関税率がゼロとなっている。また、綿花や

リンゴや桃などの果物、ラム酒やビールなど輸入額の 4 分の 1 弱を占める 534 品目については関

税率が 6%、牛肉やベーコンのほか、マンゴ、イチゴなど輸入額の 1%をしめる 48 品目について

は関税率が 11%に設定されている。 
 

 
（出所） Romero 氏報告資料より 

 

輸入価格帯制度の導入 

粉乳、コメ、メイズ、砂糖は、国内農業保護のための重要品目（センシティブ品目）であるに

もかかわらず、関税率が 0%に設定されている。その代わりペルー政府は、これら 4 品目に対し

て輸入価格帯制度を導入している。この制度の概要は以下のとおりである。それぞれの品目ごと

に設定された国際市場（粉乳はニュージーランド、コメはバンコク、メイズはシカゴ、砂糖はロ

ンドン）の過去 5 年間の平均価格を算出し、平均価格の上の 1 標準偏差分を上限価格、下の 1 標

準偏差分を下限価格に設定する。輸入価格（CIF）に関税をかけた価格が下限価格を下回る場合

には、下限価格との差額を追加で徴収する。逆に上限価格を上回る場合には、輸入価格が上限価

格に近づくように関税率を引き下げる。ただし 4 品目のいずれも現在は関税率がゼロに設定され

ているので、上限価格は実質的には機能していない。 
輸入価格帯制度は実際にはどのように適用されているのだろうか。国際市場において食料価格

が高騰した 2007 年以降について見てみよう。 
まず粉乳については、2007 年時点では 25%の関税が設定されていたが、輸入価格が高騰して上

限価格を上回ったため、関税が 0%まで引き下げられた。その後輸入価格が下落し 2009 年に下限

価格を下回ると、最高 16%まで関税が引き上げられた。輸入価格が再び上昇し、税率が 0%にな

ったが、2012 年以降に輸入価格が再び下落し、2012 年末以降は 7～12%の税率が適用されてい

る（図 1）。輸入量は 2009 年以降に大きく増加しており、2012 年までの 3 年間で倍以上に増え、

国内需要に占める輸入品の割合は 28％に達した（図 2）。 
 

  

表2　農産物の輸入関税

割合 100万$ 割合

0% 376 39% 3082 76%
牛乳、チーズ、卵、野菜、コメ、オリーブ油、
パーム油、小麦派生品、大豆と派生品、砂糖

6% 534 56% 938 23%
綿花、レンズ豆、リンゴ、桃、ワイン、落花生、
カカオ、ラム酒、ビール

11% 48 5% 32 1%
牛肉、ベーコン、マンゴ、イチゴ、コーヒー、ブド
ウ果汁

958 100% 4052 100%

　

関税率
(2012年）

主要品目
品目数

輸入額
（2011年）
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図 1 粉乳の輸入価格と輸入価格帯、実効税率（2007～2013 年） 

 
（注）青が輸入価格、緑が輸入価格帯、赤が実効税率。上部の Arancel は各時期の輸入関税の割合。 
（出所）ロメロ氏報告資料より。 
 

図 2 粉乳の輸出入、国内生産、国内需要（2001～2012 年） 

 
（注）緑が輸出量、黄が輸入量、水色が国内生産量、赤が国内需要量 
（出所）ロメロ氏報告資料より。 
 
次にコメについては 2007 年時点では 25%の関税が設定されていた。その後輸入価格の上昇に

より関税が 0%となった。2012 年に入って輸入価格が下限価格を下回ったため最高 6%程度の関

税が適用されている。輸入量はここ 2 年増加しているが、それでも国内需要に占める輸入品の割

合は 10%程度である。 
砂糖についてもコメと同様であるが、2012 年以降の価格下落の幅が大きく、最高で 31%の関税

が適用されている。2000 年代半ば以降輸入量がそれほど変わっていない。2012 年の国内需要に

占める輸入品の割合は 23%程度である。 

22%

6%
0% 0%

16%
11%

4%
0%

26%

12%
7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

600

1200

1800

2400

3000

3600

4200

4800

A
ra

nc
el

 e
fe

ct
iv

o

P
re

ci
os

 (U
S

$ 
po

r T
M

)

Precio CIF de referencia Arancel Efectivo (Adv + Franja)

Arancel
25%

Arancel
20%

Arancel
9%

Arancel
0%

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

EXPORTACIONES  11,230  22,364  40,119  71,829  76,651  100,600  102,373  121,833  95,773  144,748  141,751  157,602 

IMPORTACIONES  204,085  224,209  193,621  255,293  244,607  272,136  260,926  300,733  256,535  373,483  408,362  645,571 

PRODUCCION 989,706 1,051,482 1,104,820 1,164,973 1,235,840 1,346,991 1,455,815 1,565,528 1,652,112 1,706,645 1,723,886 1,792,841

DIA  1,182,560  1,253,326  1,258,322  1,348,437  1,403,795  1,518,528  1,614,368  1,744,428  1,812,875  1,935,380  1,990,497  2,280,810 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 201 2012
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メイズに関しては 2007 年時点で 10%の関税が設定されていたが、輸入価格が上限価格を大き

く上回っていたために 0%の関税が適用されていた。2008～2010 年に 9%の関税が設定されてい

た時期には、輸入価格がほぼ価格帯の中に収まっていたため、9%前後の関税が適用されていた。

しかし 2010 年末以降は輸入価格が大きく上昇したため、現在まで関税は 0%となっている。国内

需要の拡大が顕著であるが、国内生産は停滞気味である。一方輸入は増加しており、国内需要に

占める輸入量の割合は 2012 年で約 57%である。 
これら主要 4 品目の輸入量の動向を見ると、輸入価格帯制度による実効関税率の変化よりも、

国内需要の増大や国際市場における価格変動に左右される。そのため、輸入価格帯制度がどれく

らい国内生産者の保護につながっているかは判断するのが難しい。ただしペルーは既に主要 4 品

目の最恵国税率をゼロにしており、国内生産の保護のためには輸入価格帯制度しか手段がない。

したがって、現在進められている自由貿易協定の交渉のなかで、農業省はこの制度を必ず維持す

る方針を示している。 
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